
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

周南市市 参画推進事業 

成３  市 参画実施状況 次報 書 
SHUNAN CITY ANNUAL REPORT 2018 





 

はじめに 
 
 

本 5 月 改    和 時代        
新たな時代を迎える中で、少子化、高齢化、人口減少といった社会問題や、地域課

題の多様化・複雑化といった状況は進む一途です。 
こうした中で、持続可能で らしやすいまちづくりを進め、まちの活  創     た

    自治 主体   市  様 持 知  経     市 施策 反映   
    以上 市 と市が手を携えてまちづくりを進めていく事が必要です。 

本市   市  様が市政に参画するために必要な基本ルールについ  市  
様とともに検討を重ね、平成 19 4 月 周南市市 参画条  施       
  条  基                      審議会等 市 参画 方法 

活用   市  様   意          様々 施策 進       
本 次報告書  周南市市 参画条 第 16 条の規定により、市の機関（138

の課所室）に対して   、平成３０  実施  各事業 市 参画 実施状況
の調査をもとに作成したものです。 

本市    市 参画 実施状況     広 市  様に公表し、市 参画の
手続  透明性 高            対  市  様の関心を一層高め、より
拖    豊  周南市      市  様と市が手を携え、考え、そして 動
する地域社会を実現していきたいと考えております。 
 
 

和 7 月 
周南市    井   子 



 

1 

 
― 目 次 ― 

 
はじめに 
 

１ 周南市市 参画条      
（1）市 参画条    
（2）市 参画条     市 参画   
（3）市 参画条  徴 
（4）市 参画条  主 内容 
（5）市 参画条  制定     
（6）市 参画 対象   施策 
（7）市 参画 対象          施策 
（8）周南市市 参画推進審議会 

 
２ 市 参画 方法 説 
（1）パブリック・コメント 
（2）市 説明会         
（3）審議会等 
（4）市の機関が適当と認める方法 

 
３ 周南市市 参画実施状況 勥 
  (1) 市 参画 取組  課所室等 推移 
  (2) 事務事業（施策）数及び実施件数の推移 

(3) 市 参画条 条項別事務事業（施策）数 
(4) 市 参画 手法内 別 推移 

    
４ 市 参画手法 実施状況 勥 
  (1) パブリック・コメント実施状況の推移 
  (2) 市 説明会実施状況 推移 
  (3) ワークショップ実施状況の推移 

(4) 審議会等実施状況の推移 
  (5) 市の機関が適当と認める方法の手法別実施状況の推移 

(6) 徴  事  工     事 介 
 
５ 市の職員の人材育成等について 
 (1) 職員研修の実施 
(2) 市 参画 方法 有効 運用   人材 養成 

 
６ 全体を通して 
 

 
 
 
 
 

 
・・・・・・３ 
・・・・・・３ 
・・・・・・３ 
・・・・・・３ 
・・・・・・４ 
・・・・・・４ 
・・・・・・４ 
・・・・・・５ 
 
 
・・・・・・６ 
・・・・・・６ 
・・・・・・７ 
・・・・・・７ 
 
 
・・・・・・９ 
・・・・・・９ 
・・・・・・10 
・・・・・・11 
 
 
・・・・・・12 
・・・・・・12 
・・・・・・13 
・・・・・・13 
・・・・・・14 
・・・・・・16 
 
 
・・・・・・17 
・・・・・・17 
 
・・・・・・18 

 



 

2 

 
 

 成 30  市 参画 次報  市 参画手法 実施状況 
平成 30  市 参画実施事業一覧 

（1）パブリック・コメント 
（2）市 説明会 
（3）ワークショップ 
（4）審議会等 
（5）アンケート 
（6）ヒヤリング 
（7）フォーラム 
（8）シンポジウム 
（9）意  作文      等 募集 
（10）その他の方法 

 
 参  

 (1) 周南市市 参画条  
 (2) 周南市市 参画条 施 規則 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
・・・・・・19 
・・・・・・22 
・・・・・・24 
・・・・・・27 
・・・・・・28 
・・・・・・42 
・・・・・・45 
・・・・・・46 
・・・・・・46 
・・・・・・47 
・・・・・・47 
 
 
・・・・・・50 
・・・・・・55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

１ 周南市市 参画条      
 
（1）市 参画条    
 

周南市市 参画条   市  主体的 市政
に参画するために必要な基本事項を定めることによ
り、協働によるまちづくりを推進し、豊かで輝きに満ち
 地域社会 築       目的 平成１９ ４
月１日 施        

市 機関（市  教育委員会 選拷管 委員
会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定
資産評価審査委員会 上下水道事業管 者  
      事業管 者及 拔防 ） 施策
 決定      市     意  提案 聴
    制 化       

市 機関    条  基    様々 方法
 市     意 等 求     市政 反映
させていきます。 

   言  市     市内 住 人 働 人 
学ぶ人及び市内に事務所又は事業所を有するもの
をいいます。 

 
（2）市 参画条     市 参画   
 

一口  市 参画  言    市     
参画  対象 様々    政 活動  参画
     議会 活動  参画 市  活動  
参画などが考えられます。 

  条     市 参画   政（市 機
関）の活動への参画を対象としており、市の機関が
施策を定める際に、その意思決定をするプロセスに、
市     自  意 等 反映     拖 
まちづくりを進めるため、主体的に参画することとしま
した。 

 
（3）市 参画条   
 

  条    自分      自分   考 決
定する＝自治」という基本的な考え方を軸として、
条文 目新   制   先進性          

 
    周南    市  市    手 携  築
     （条 前文）   必要 基本的事項
 市  拹点  平  文体 明文化       

市 参画 対象   政施策（基本計画策
定 条 制定 大規模公共施設 建設等） 市

参画 方法（           市 説明会 
        審議会等） 拷     対象施
策や参画方法等の具体的な手続が明記してありま
す。 
 
（4）市 参画条  勢  
 

条 第１条     条  目的 定    
   市     主体的 市政 参画    
に必要な基本事項を定め、協働によるまちづくりの
推進によって、豊かで輝きに満ちた地域社会を築い
ていくことと、明記されています。 

第４条   市  責務 定       (1) 
積極的な参画 (2) 責任ある参画 (3) 相互意

 重 公共  図    基本      
どが明記されています。 

第５条では、市の機関の責務が定められており、
(1) 市政情報の提供 (2) 市 参画機会 創出 
(3) 意向把握と施策への反映に努めることなどが明
記されています。 

   第６条  市 参画 対象   施策  
第７条  市 参画 方法     定    
す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市 参画条 について 
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（5）市 参画条  勧定     
 

周南市   平成１７  市     市政
 参画  組     検討     市 活動
経 者 公募   市  構成    市 参画
検討委員会  設置  １ ３ 月     延 
３９回 公開会議 開催  白紙 段階  条
案の検討を重ねるとともに、パブリック・コメントやフォ
      様々 市 参画 方法 使用   多
  人々 意 等      市 参画条
（案）」を作成しました。 

   受 平成１９ ４月１日  周南市市
参画条   施        

 
（6）市 参画 対    施策 
 

周南市市 参画条 第６条第１項第１号 
 第５号   市 参画 対象   施策 規定
しています。 

第６条第３項   第６条第１項   市
参画の対象としなければならないと規定された施策
以外の施策であっても、市の機関は必要と認めれば
積極的 市 参画 対象            
規定しています。 

   本条 以外 法 （建築基準法 拋地
区画整 法等） 規定    市 参画 実施 
義務付けられているものもあります。 
 
（7）市 参画 対           施策 
 

周南市市 参画条 第６条第２項   事務
 効 性 費用対効果等 観点   市 参画
の対象としないことができる施策について以下のとお
り規定しています。 

① 緊急を要するもの 
②     
③ 法  規定   市 参画 実施   

もの 
④ 法  規定   施策 実施 基準 定  

     当該基準 基      

 
⑤ 市 機関 内部事務処  関     
⑥ 市  課  他  徴  関   の 
⑦ 前各号に掲げるもののほか、これらに準ず 

るもの 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

制定に至るまで 制定経緯 

平成 17 6 月 周南市市 参画推進本部設置 
平成 17 7 月 周南市市 参画検討委員会設置 

委員 20 人（  公募市 4 人、市職員 5 人） 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 18 5 月 中間報告発表 
平成 18 5 月 条 案          実施 
（5 月 15 日 6 月 14 日 13 人 53 件意 提出） 

平成 18 6 月 市 参画     開催 
（条 案 説明及 質 応答 350 人参加） 

 
 
 
 
 
 
 
 

平成 18 9 月  提言書提出 
平成 18 11 月 市 参画手続実施責任者設置 

（各課所室等 ） 
平成 18 11 月 市 参画    部会設置 
平成 18 12 月 第 6 回市議会    条 案可決 
平成 19 4 月  周南市市 参画条  施  

市 参画条 について 
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（8）周南市市 参画推進審議会 
 

周南市市 参画条 第１５条     条
 定  市 参画 適正 運用及 市 参画 
推進する上で必要な事項を審議するために周南市
市 参画推進審議会 設置     規定   
います。 

  次報告書  審議会 提出    
様々 拹点  市  市 参画 手続    
  議   評価        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第６条第１項第４号    
市 生活 事業活動  重大 影響 拜  制
 導入又 改廃 
   分別 集制  小中学校通学区域制    

制  導入等 該当     

第６条第１項第５号    
大規模な公共施設の設置に関する計画等の策定又は

変  
 
 
 
 
 
 

周南市庁舎建設基本計画、駅ビル整備基本構想、 
学  交    整備計画  事業費      10 億
円以上の公共の用に供する施設の計画策定等が該当し
ます。 

第６条第３項    
第６条各号 規定    以外        市

参画の対象事業とすることができます。 
第６条第３項に該当する案件は、まちづくり、福祉、 

教育など市政の様々な分野で活用されています。 

 
 
 
 
 
 

第１４条    
市政 対  市     意 等 掘 招   反映

      市 機関 市 参画条 第２章 定  市
参画 手続  限   広 市     意向 把

握 努     規定      市          
に対する思いを、市政に反映させるため、市の施策や地域
課題などの政策に対する建設的な提言を求める「まちづくり
提言 制    市  市  対話  周南市 
未来 身近 課題    意 交    市  話 
   共          取組          

市 の対象と る施  対象事業 

第６条第１項第１号    
市政 基本的 事項 定  計画 策定又 変  

 
 
 
 
 
 
 

周南市まちづくり総合計画、公共施設再配置計画など
の市の方向性を決定する計画等が該当します。 
第６条第１項第２号    

市政 基本的 方拏 定  条  制定又 改廃 
 
 
 
 
 
 
 

市 参画条  情報公開条    条 定等 該当
します。 

第６条第１項第３号    
市  義務 課  又 市  権  制限  条  

制定又は改廃 
個人情報保護条  空 等      他 
為 条  制定等 該当     

 

市 参画条 について 
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２ 市 参画 方法 説 
 
 
 

（1）パブリック・コメント 
 
 パブリック・コメントは、市の機関が施策を定めるとき、
  原案 公表   書面等   広 意  求  
  意  概要 意  対  市 機関 考 方
等を公表する方法です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（2）市 説明会         
 
 市 説明会  市 機関 施策 定     市

 事前 考  説明  市  意 等 聴取  
または討議する方法です。 

地域  市 説明会 参画     生活 
関     多   市  関心 高  生 
声を聞くことができます。 
 ワークショップは、市の機関が施策を定めるとき、市

 市 機関   市 同  問題点 共有  
認      相互 議  共同作業   通  
案を作りあげていく方法です。 

参加者 現場    議    模型 組 
  中  課題 解決案 出       参

加型体  通  合意形成 図    参画意  
 

 
 
 
 
 
 
 
市   多様 意  集           施策
の意思決定過程における公平性の確保や、透明性
の向上を図れることから市の施策の様々な場面で活
用されています。（【図１】参照） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 高   共 満拒  高          
（【図 2】参照） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市 参画の方法の 説 

 市 参画条 第 7 条   市 参画 方法 次 通 規定        
     市 参画 各方法    解説        

【 】 の

①施策の原案を策定 意 募集勡間中（ か ）
原案を検討

↓

意 勚りまとめ

意 の検討
↓

意 に対する市の機関

の考え方をまとめる
↓

最終案の策定

施策として実施

⑦検討結果の確認

施策の実施結果の確認

意 募集

⑥結果公表

意

議会

市
の
機
関

市

民

【 】市 会 の

 開催日等の情報の公表
（２週間前までに公表）

開催記録の公表

開催前 開催後

市

市

市

意

協働作業
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（3）審議会等 
 
 審議会等は、審議会、審査会等の付属機関や、
市の機関が定める要綱などにより設置された懇話会、
研究会等 市 機関 問       意   
を求める方法です。 
 審議会等   政 一定 委員 選任  委
員の合議による答申・提言等を受けることから、会
議運営及 策定過程 主制 確保 学 経
者等 参画   専門知  導入 関係者 
害調整などを図ることができます。（【図 3】参照） 
 
 
 
（4）市の機関が適当と認める方法 
 
 市 参画 手法      時代 共 新  方
法 考     変化 続         条 第
７条第５号の規定により、効果的であれば、その他
の方法を使用できると定められています。 
 この規定に基づき、市の機関が適当と認め、使用
している方法は次の通りです。（【図 4】参照） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■アンケート 
 多くの人に同じ質問をして回答を求める調査法で、
各種計画の策定過程でよく用いられる方法です。 

多種多様 価 観 持 市  意向（   ）
や、物事の実態を把握・評価するうえで有効です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ヒヤリング 
 団体・グループや個人に対し聞き取りする方法で、
アンケートと並んで各種計画の策定過程でよく用い
られる方法です。 
 聴き手と、調査対象者が顔を合わせることから、相
手 調査 目的 説明       相手 意  
しっかり聞くことが可能です。 
 
■公聴会 
 一般 法 上 開催 義務付    公式 
的 意 聴取 場 指    通拤 応募者 中 
  指名   市  発表  意  聞 形 開
催されます。 
 政主導 多様 市 意  聞 場      
一般的 質 応答       徴    
す。 
 
■モニター 
 公募  市  録  市政   関  意  
聴取したり、関連会議への出席を求めたりするもの
で、ある一定の期間の中で、ヒヤリング対象となる市

 団体   意  複数回以上求       
ます。 
 様々 場 市  意  聴取         

【 】 議会 の

会
議
録
の
公
表

会
議
の
開
催
公
表

開催前 開催後

地方自治法の規定により設置され

た審議会、審査会等の附属機関

市の機関が定める要綱などにより

設置された懇話会、研究会等

会議

公開

委員

公募

市 参画の方法の 説 
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政  考       意  把握      実

態を知ることができます。 
 
■フォーラム・シンポジウム 
 フォーラムは、一つの話題に対して、出席者全員が
参加   公開 討 会    

シンポジウムは、一つの話題に対して、数人が意
 発表         聴  質問 答  形

    公開 討 会    
討 への参 を て、 の参 者の意
を同 に高めることが です。 に

たり に開催してい ことで、意
を 勸 ・ に ことができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■勪 の募  
 テー を定めて、市 から意 ・作文・ア
イディアなどを募集する方法です。募集方法
は、広報紙、チラシ、ポスターなどで広報す
るほか、事業の対象により学校、事業所、各
種団体などに呼びかける場合もあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市 の
 この市 参画条 は、 政 市の機関）
の活動への参画を対象にしています。

 市 の さ が参画する対象はい い
あります。 政の活動への参画のほかに、
議会の活動への参画、市 の活動への参画
などが考えられます。

企業の活動

参
画

の活動

市 の活動

議会の活動

よりよいまちづくり

参
画

参
画

参
画

市 まちづくりの勢

協働

市 が対象と る

市 参画の方法の 説 
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3 周南市市 参画実施状況 勥 
 

(1) 市 参画 勚   課勰 等 推移 
 

周南市市 参画条 第 16 条の規定に基づき、 
市 機関（市  教育委員会 選拷管 委員会、 
公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産 
評価審査委員会 上下水道事業管 者    ー 
   事業管 者及 拔防 ） 置   い 
る 138 の課所室等を対象に、平成 30  市  
参画実施状況を調査しました。 

その結果、33  課所室等     市 参画の 
取組        前  実施状況 比較 る 
と、2 課所室等の減となりました。（【グラフ１】参照） 
 

(2) 事務事業（施策）数及び実施件数の推移 
 

平成 30 に市が実施した 798 の事務事業    市 参画を実施した事務事業は 53 事業、実施
件数は 66 件でした。 

 比較    市 参画を実施した事務事業は２事業減少となりましたが、実施件数は２件増加
となりました。（【グラフ２】参照） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1354 1327 1319

825 790
684

891 936 891 892
773 798

81 87 79 77 71 71 67 68 63 58 55 53

103
118 109 99 99 95 97 104

86
70 64 66

Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

事務事業数 市 参画実施事務事業数 市 参画総実施件数

【グラフ 2 市 参画実施状況 推移 

条 勧定  実施状況 現状分析 

    １ 市 参画 勚   課勰  推移 

周南市市 参画実施状況の 勥 

110 112 108 108 112 111 112
121 124 125

138138
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平成 30  市 参画実施  市全体 事 

務事業の 6.６%でした（【グラフ 3】参照） 
市 参画 制定  平成 19 以  本市の 

事務事業数は減少傾向にありますが、おおむねそれ 
 連動  形 市 参画 取組 施策数 減少 
傾向にあります。 

一方  市 参画 実施  事務事業の割合を 
       変化         全体 施 
策の 6 １０％ 推移     条 制定時 比較 
して大きな変化はないと考えられます。 
 

(3) 市 参画条 条項 事務事業（施策）数 

周南市市 参画条 第６条第１項第１号  第５号   市 参画 対象   施策 規定  第
６条第２項   事務 効 性 費用対効果等 観点   市 参画 対象          施策に
ついて規定しています。第６条第３項   第６条第１項   市 参画 対象           規
定された施策以外の施策であっても、市の機関は必要と認めれば積極的 市 参画 対象        
ることを規定してい     他第１４条   市政 対  市     意 等 掘 招   反映  
    市 機関 市 参画条 第２章 定  市 参画 手続  限   広 市     意向 
把握に努めることを規定しています。 

平成 30  市 参画の実施状況を条項別にみると、条  市 参画 対象           
規定されていることから実施した件数は 29 件   他 法    実施  件数 7 件    一方 条
第６条第３項及び第１４条の規定に基づき、実施した件数は３0 件でした。 

このことから、市は条  市 参画 実施 必ずしも定められていない施策についても、積極的 市 参
画の対象としていることがうかがえます。（【表 1】参照） 
 

市 参画 対象（条 条項） 施策数 ％ 
市 基本構想 基本計画  他市政 基本的 事項 定  計画 策定又 変  
（第６条第１項第１号） 27 40.9 

市政 基本的 方拏 定  条  制定又 改廃 
（第６条第１項第２号） 0 0 

市  義務 課  又 市  権  制限  条  制定又 改廃 
（第６条第１項第３号） 0 0 

広 市  適用   市 生活 事業活動  重大 影響 拜  制  導入又 改廃
（第６条第１項第４号） 1 1.5 

広 市  用  大規模 公共施設 設置 関  計画等 策定   変  
（第６条第１項第５号） 1 1.5 

条 第６条１項   市 参画 実施          規定   施策      市 所管
課     積極的 市 参画 対象   施策（第６条第３項） 28 42.4 

条 第１４条 規定 基   適  方法    広 市  意  意  把握 努  施策 2 3.0 
条 第６条及 第１４条 規定以外 法  規定   市 参画 実施     7 10.7 

【グラフ 3 市 参画実施  推移 

【勖 1 市 参画条 条項 事務事業（施策）数 
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6.6%
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市 参画実施

周南市市 参画実施状況の 勥 
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( ) 市 の手法 別の推移 

 
 市 参画 具体的 方法      周南市市 参画条 第７条 定     第１号         
     第２号  市 説明会  第３号           第４号  審議会等  手法     掲  
います。 

   市 参画 方法      時代    新  方法 考 出   変化 続         第７
条第５号に「前各号に掲げるもののほか、市の機関が適当と認める方法」を規定し、効果的であれば、その方
法を使用できると定めています。 
 

以下       条 制定以  市 参画 手法別内  推移 示       
本市 徴    市 参画 制定  平成 19 以  審議会等  手法 多 用       。

（【グラフ４】参照） 
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周南市市 参画実施状況の 勥 
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4 市 参画手法 実施状況 勥 
 

(1) パブリック・コメント実施状況の推移 
 

平成 30               実施件数 ３件     比較    増減       
した。（【グラフ 5-1 参照） 

   意 提出者 2 人 意 提出数 16 件     比較    意 提出者 8 人減少、 
意 提出数 ８件減少        （    5-2】参照） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 市 説明会実施状況 推移 
 
 平成３０  市 説明会 実施件数 6 件、開催回数は 20 回     比較   実施件
数は１件減少、開催回数は 7３回減少となっています。（【グラフ 6-1】参照） 
    市 説明会参加者数 延 425 人     比較    445 人減少となっています。1 回
当たりの平均参加者数は 21.3 人でした。（【グラフ 6-2】参照） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市 参画手法 実施状況 現状分析 

【グラフ 5-1】パブリック・コメント実施件数の推移 【グラフ 5-2           勪 状況 推移 
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(3) ワークショップ実施状況の推移 

 
 平成 30            実施件数 2 件、実施回数は 11 回     比較    実施
件数は１件の減少となりましたが、開催回数は３回増加となっています。（【グラフ 7-1】参照） 
 また、ワークショップ参加者数は延べ 192 人     比較    １５人増加となっています。1 回
当たりの平均参加者数は 17.5 人でした。（【グラフ 7-2】参照） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) 審議会等実施状況の推移 

 
 平成 30   審議会等  実施件数 40 件、開催回数は 304 回     比較   2 件
減少となっています。 

審議会等 手法  審議会等 市 機関 問          意  求  方法    様々 施
策 活用       本市  市 参画 手法   勞 多 活用      平成 30       
全体の実施件数 66 件のうち 40 件（60.6％）で審議会等の手法が用いられました。（【グラフ 8】参照） 
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(5) 市の機関が適当と認める方法の手法別実施状況の推移 

 
周南市市 参画条 第 7 条第 1 項第 5 号に「前各号に掲げるもののほか、市の機関が適当と認める方

法」を規定し、効果的であれば、その方法を使用できると定めています。 
平成 30  市 機関 適当 認  方法 使用  市 参画実施件数 15 件     

比較すると 11 件減少となっています。 
用いられた手法別にみると、「アンケート」 6 件、「ヒヤリング」 1 件、「フォーラム」 1 件、「シンポジウム」   

1 件、 意  作文      等 募集  １件、「その他の方法」 5 件でした。 
「公聴会」 「モニター」 の手法   市 参画 実施          （    9】参照） 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

【グラフ 9】市の機関が適当と認める方法の手法別実施状況の推移 
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市の機関が適当と認める方法で用いられた手法別の詳細については、次の通りです。 
 

「アンケート」 
 
平成 30          手法 用 た 

市 参画実施件数 6 件、実施回数は 10 回、 
提出数は 7,918 でした。 

主に計画策定やイベント参加者の意向調査など 
に用いられています。（【グラフ 10】参照） 
 
 
「ヒヤリング」 
 

平成 30          手法 用  市  
参画実施件数は 1 件、実施回数は 8 回でした。 
 交通環境整備に係る基本設計に反映されました。 
（【グラフ 11】参照） 
 
 
 
「フォーラム」 
 

平成 30          手法 用  実施 
件数は 1 件、実施回数は 1 回、参加者は 140 人 
でした。 
 子どもの貧困対策に係る討 会 活用       
（【グラフ 12】参照） 
 
 
「シンポジウム」 
 

平成 30           手法 用  実 
施件数は 1 件、実施回数は 1 回、参加者は 700 
人でした。 

防災 対  市  意 啓発 目的 開催   
ました。（【グラフ 13】参照） 
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 勪  文      等   
 

平成 30   意  作文      等 募集  
の手法を用いた実施件数は 1 件、実施回数は 1 回、 
提出数は 12 件でした。 
 第２次まちづくり総合計画後期基本計画の策定に 
向けた意 聴取   用        
（【グラフ 14】参照） 
 
 
「その他の方法」 
 

平成 30     他の方法」を用いた実施件 
数は 5 件、実施回数は 32 回でした。 

その他の方法         提言制  市 と 
   共      実 委員会 学校運営協議会 

など様々な手法を用い  広 市  意  意 を 
把握するよう努めています。（【グラフ 15】参照） 
 
 
( ) る事 が 事  

 
■ 数 市 参画 方法   事  

用いた方法  審議会           意  作文      等 募集  

【周南市まちづくり総合計画の策定】 
第 2 次周南市     総合計画後期基本計画 策定     市      満拒  市政 対  

考            調査    周南市  改 点 5 後               等  意
 募集    審議会    学 経 者 地域代表 市    様々 場 拹点  専門性 高 意
   計画 素案    反映      （現在 続中） 

 
■ 数 市 参画 実施  事  

用いた方法  市 説明会  

 野総合支所施設整備 係 住 説明会  
 野総合支所 施設整備方拏 地域住  説明    4 月から 12 月にかけて 9 回開催し、延べ
280 人の参加があった。 

          公共交通   方 関  住 説明会  
 地適正化計画 住 進 関  部分 記  計画策定素案及 公共交通再編 方向性   
 説明  意 交     1 か月間の間に市内 7 会場で開催し、延べ 86 人の参加があった。 
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■   事  
 用いた方法 「その他の方法」 

 市  話   共        
 市  市  対話  周南市 未来 身近 課題    意 交         市政   身近
 感      共  市        提案 共有  取組  平成 30   市内 拊者 性 中
学生 周南市 働 市外出身者   様々 場 方 対象 7 回開催し、延べ 40 人の参加があった。 
 
 
５ 市の職員の人材育成等について 
 
 周南市市 参画条 第 17 条   市  市 機関  様々 市 参画 方法 及 努       
    所及 所 解  有効 運用   人材 養成 努      定     。 
    基   市   市職員 適正 市 参画 推進 目指  次    職員人材育成 取組   
ます。 
 

(1) 職員研修の実施 
 
 市   条 制定当    市 各課所室 市 参画実施責任者 定  職員 施策 考  進   
当   市 参画    場    必要性 意義 考  機会    職員研修 実施       
 平成 30   市 参画実施責任者及 事業担当者 対象 実施  41 課所室から 59 人の職員
が受講しました。 
 

開催日 平成 31 1 月 29 日（ ） 

内 容 テーマ  共創 地域    向  市 参画   方      
講 師 酒 井 徹 也 氏（徳山大学福祉情報学部 准教授） 

参加者数 市 参画実施責任者 事業担当者   41 課所室 59 人 

 
 

(2) 市 参画 方法  運    人材 養成 
 
 市 参画 方法 一     様々       場面  合意形成 有効           及  
        様々 会議   場面  参加者  意   出  円  会議 進           
   在 必要勘可     
 市では平成 26                有  職員 養成 目的   研修 続的 実施  
います。 
 平成 30   各市     主事及び受講を希望する職員を対象に 2 回実施し、延べ 59 人の 
職員が受講しました。 
 

市 参画手法 実施状況の 勥  市の職員の人材育成等について 
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これまでの 5 間  延 257 人の職員が受講 

し、ワークショップや様々な会議の場面でファシリテーター 
    発   市 参画 推進          
（【グラフ 16】参照） 
 
 
 
 
 
 

 
 
６ 全体を通して 
 
 市の機関が取組む施策（事務事業）数 一定     社会情  変化   影響 受  増
減しています。 

市 参画条 が制定された平成 19 以  広 場 市  様々 形 市政 参画       
実際 参加 参画  市  数    条 制定時  的 増    言   市 参画条  前
文      条   広 市  周知        市 参画 推進        考     

 このことから、市では市 参画推進審議会   意  提言を受け、職員研修の実施や市 参画 方法
を有効に運用できる人材の養成に 続的に取組        結果 市 参画  際    市  参
画しやすい   複数 手法 用   開催日 日時  持  複数回実施     工     
います。 

また、市ホームページを活用し  月  市 参画実施       取     周知活動を     市
    積極的に取組んでいます。 

後  続  市 参画推進審議会   意  提言     職員への啓発を図るとともに、様々な
手法により、各世代に向けたわかりやすい情報提供、周知に努め、市政 関心 持 市  増   市 参
画 手法   効 的 用     工  続   事  持続可能 地域    実現 向けて、市

    市 手 携  豊  輝  満  まちづくりを推進していきたいと考えています。 

開催日 内 容 参加対象及び参加者数 

平成 30 5 月 15 日 ファシリテーター養成講座（基礎編） 市     主事・受講希望者 
基礎編 / 29 人・実践編 / 30 人 
31 課所室 延べ 59 人参加 平成 30 5 月 23 日 ファシリテーター養成講座（実践編） 

【グラフ 16】   ファシリテーター養成講座実施状況 
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市 の職員の人材育成等について  全体を通して 
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(1) パブリック・コメント 
 
 
施策を定めるときに、 の原案を公表することで、広 意 を め、 の意 の 要、意 に対する市の機関
の考え方等を公表する方法。施策の意思決定過程における公平性の確保や透明性の向上を図ることができます。 

名 称 周南市 地適 化計画（ 定素案） 対       ・コメント 

担当部署 都市政策課 

事務事業名 集約型まちづくり推進事業費 

根拠条  第 6 条第 1 項第 1 号 

公表日 実施前 2018/6/1 実施後 2018/10/3 

公表の方法 市広報、ホームページ 

募集期間 
2018/6/4 から 
2018/7/3 まで 

対象者 
市内にお住まいの方、市内の事務所又は事業所に勤務されている方、市内の学校に在学中の方、市内
に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 

意 提出数 １人 / ２件 

所管課評価 
妥当性 可  

効 果 中  

 
名 称 周南市水道事業ビジョン（素案）に対するパブリック・コメント 

担当部署 上下水道局企画調整課 

事務事業名 水道事業ビジョン策定事業費 

根拠条  第 6 条第 1 項第 1 号 

公表日 実施前 2018/11/5 実施後 2018/12/17 

公表の方法 ホームページ 

募集期間 
2018/11/5 から 
2018/12/4 まで 

対象者 
市内にお住まいの方、市内の事務所又は事業所に勤務されている方、市内の学校に在学中の方、市内
に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 

意 提出数 ０件 

所管課評価 
妥当性 可  

効 果 中  

 
 

パブリック・コメント 

実施件数 3件 第6条第1項第1号 3 第6条第1項第5号 0
意 提出者数 2人 第6条第1項第2号 0 第6条第3項 0
意 提出数 16件 第6条第1項第3号 0 第14条 0

第6条第1項第4号 0   他 法 0



 

23 

 
 
名 称 周南市 （生活 水） 基本計画(素案)に対するパブリック・コメント 

担当部署 リサイクル推進課 

事務事業名 ごみ対策推進事業費 

根拠条  第 6 条第 1 項第 1 号 

公表日 実施前 2018/11/27 実施後 2019/1/31 

公表の方法 ホームページ 

募集期間 
2018/11/27 から 
2018/12/28 まで 

対象者 
市内にお住まいの方、市内の事務所又は事業所に勤務されている方、市内の学校に在学中の方、市内
に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 

意 提出数 1 人 / 14 件 

所管課評価 
妥当性 可  

効 果 高 意      計画          
 

パブリック・コメント 
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(2) 市 説明会 
           
 
施策を定めるときに、市 に事業決定の前に考えを説明し、市 の意 等を 勚しまたは討議する方法。地
で 市 説明会は参画しやす 、生活に関 ることが いため市 の関 が高 、 生の を ことが
できます。 
 
名 称 総合支勰施勳   説明会 
担当部署 野総合支所 地域政策課 
事務事業名 野総合支所整備検討事業 
根拠条  第 6 条第 1 項第 5 号 
開催目的 野総合支所 施設整備方拏 住  説明      
公表日 実施前 - 実施後 平成 30 12 月 22 日 
公表の方法 - 
開催日 
場 所 

2018/4/27・5/18・5/23・6/15・6/28・7/2・7/11・8/6・12/22 
コアプラザかの他 

対象者・参加者数 野地区住  （延べ）280 人 

所管課評価 
妥当性 可  
効 果 中 多様 意    

 
名 称          公 通   方 関  説明会 
担当部署 都市政策課 

事務事業名 
集約型まちづくり推進事業費 
公共交通ネットワーク形成事業費 

根拠条  第 6 条第 1 項第 1 号 

開催目的 
地適正化計画 住 進 関  部分 記  計画改定素案及 公共交通再編 方向性

    説明  意 交     
公表日 実施前 平成 30 6 月 1 日 実施後 - 
公表の方法 市広報、ホームページ、掲示板 

開催日 
場 所 
参加者数 

2018/6/18 徳山保健センター 6 人 
2018/6/19 々勦市     別館 7 人 
2018/6/21 ソレーネ周南 21 人 
2018/6/22 学 交     11 人 
2018/6/25      野 6 人 
2018/6/26 ゆめプラザ熊毛  14 人 
2018/6/27 市      21 人 

対象者 どなたでも 

所管課評価 
妥当性 可  
効 果 高 コンパクトプラスネットワークについて考える機会を提供できた。 

 

市 説明会 

実施件数 6件 第6条第1項第1号 3 第6条第1項第5号 1
開催回数 20回 第6条第1項第2号 0 第6条第3項 2
参加者数 延べ 425人 第6条第1項第3号 0 第14条 0

第6条第1項第4号 0   他 法 0
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名 称 勜 大 事業 関  説明会 
担当部署 道 課 
事務事業名 古川跨線橋整備事業費 
根拠条  第 6 条第 1 項第 1 号 
開催目的 古川跨線橋の架け替えについて事業スケジュールや周辺環境の影響対策を実施 
公表日 実施前 2018/12/19 実施後 2019/2/19 
公表の方法 案内文送付 
開催日・場所 2019/1/17 学 交     交 室４ 
対象者・参加者数 富田東地区自治会  27 人 

所管課評価 
妥当性 可  
効 果 中  

 
名 称 者説明会 
担当部署 次世代支援課 
事務事業名 児童館運営事業費 
根拠条  第 6 条第 3 項 
開催目的 尚白園児童館 館   後 施設 活用    説明 実施  意 交       
公表日 実施前 - 実施後 2019/2/25 
公表の方法 市ホームページ 
開催日・場所 2019/2/24 尚白園 
対象者・参加者数 尚白園児童館 用者 ９人 

所管課評価 
妥当性 可  用者 意  聞 機会 必要       
効 果 中 様々 場   意         人数 少      

 
名 称 都市計画決定に関する説明会 
担当部署 都市政策課 
事務事業名 都市計画一般事務費 
根拠条  第 6 条第 1 項第 1 号 

開催目的 
周南都市計画高 用地区   第一種市街地再開発事業 決定    説明  意  
広く徴取するため 

公表日 実施前 2019/2/15 実施後 - 
公表の方法 市広報、ホームページ 
開催日・場所 2019/2/25 周南市役所 
対象者・参加者数 どなたでも 15 人 

所管課評価 
妥当性 可  
効 果 高 公聴会の開催に向け、都市計画決定の内容について説明することが出来た。 

 

市 説明会 
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名 称 福祉 者説明会 
担当部署 次世代支援課 
事務事業名 児童館運営事業費 
根拠条  第 6 条第 3 項 
開催目的 東福祉館児童館 館   後 施設 活用    説明 実施  意 交       
公表日 実施前 - 実施後 2019/3/14 
公表の方法 市ホームページ 
開催日・場所 2019/3/13 東福祉館 
対象者・参加者数 東福祉館児童館 用者 8 人 

所管課評価 
妥当性 可  用者 意  聞 機会 必要       
効 果 中 様々 場   意         人数 少      

 

市 説明会 



 

27 

 
(3) ワークショップ 
 
 
施策を定めるときに、市 と市の機関、または市 同 が勬 勷を共 し、認 しながら、 に議 、共同
作業などを して案を作り上 てい 方法。参 者が議 を す中で課 や 決案を し、合意 成を図
るため、参 意 が高まるとともに が高まります。 
 
名 称 和田地域モデル事業地元協議 
担当部署 施設マネジメント課 
事務事業名 公共施設マネジメント推進事業費 
根拠条  第 6 条第 3 項 
開催目的 和田地域 公共施設 再配置     方向性 検討 決定       地域住  協議 実施 
対象者 和田    推進協議会 
公表日 実施前 - 実施後 - 
公表の方法 - 

開催日 
場 所 
参加者数 

① 2018/4/12   和田市      12 人 
② 2018/5/8    和田市      19 人 
③ 2018/7/19   和田市      15 人 
④ 2018/10/11  和田市      16 人 

所管課評価 
妥当性 可       協議会  協議    地域 考  意  効 的 確認     
効 果 高 公共施設 化問題    情報 共有化 図     

 
名 称 市     会議 
担当部署 地域づくり推進課 
事務事業名 市     整備事業費 
根拠条  第 6 条第 3 項 
開催目的 遠石市      建替    地域団体 地区住  意  集約  施設整備 反映     
対象者 遠石地区 主 団体 市     用団体 地区住  
公表日 実施前 - 実施後 - 
公表の方法 - 

開催日 
場 所 
参加者数 

① 2018/6/26   遠石市      21 人 
② 2018/7/11   遠石市      19 人 
③ 2018/7/25   遠石市      18 人 
④ 2018/8/8    遠石市      18 人 
⑤ 2018/9/12   遠石市      18 人 
⑥ 2018/10/10  遠石市      18 人 
⑦ 2018/11/14  遠石市      18 人 

所管課評価 
妥当性 可  

効 果 高 
地域 拠点施設   市      設計  住  用団体 意  要望 効果的
に反映することができた。 

 

ワークショップ 

実施件数 2件 第6条第1項第1号 0 第6条第1項第5号 0
開催回数 11回 第6条第1項第2号 0 第6条第3項 2
参加者数 延べ 192人 第6条第1項第3号 0 第14条 0

第6条第1項第4号 0   他 法 0



 

28 

 
(4) 審議会等 
 

審議会、審査会等の附属機関や、市の機関が定める要綱などにより設置された懇話会、研究会等に、市の機関
が 勬などをすることにより意 を める方法。会議運営 び策定過程の 勢勧の確保、学 者等の参画
による の 、関 者の 害 整を図ることができる。 

名 称 周南市         生勛 会議 
担当部署 企画課 
事務事業名 企画管 事務費 
根拠条  第 6 条第 1 項第 1 号 

設置目的（審議内容） 
周南市人口    及 周南市総合戦  策定及 推進 当   専門的 地  広 
意 又 提案 受     

開催実績・委員総数 2 回 / 9 人  委員の公募 無（有 者  専門的 拹点 意  提案 受    ） 
会議の公開 公開 

所管課評価 
妥当性 可  
効 果 高 学 経 者 専門的    意       

 
名 称 周南市まちづくり総合計画審議会 
担当部署 企画課 
事務事業名 まちづくり総合計画策定事業費 
根拠条  第 6 条第 1 項第 1 号 
設置目的（審議内容） 周南市     総合計画 関  市  問 応 調査 審議     
開催実績・委員総数 1 回 / 32 人 委員の公募 有（7 人）21.9% 
会議の公開 公開 

所管課評価 
妥当性 可  

効 果 高 
学 経 者 公共的団体 代表者   様々 場 拹点  専門的 

   意       
 
名 称 周南市 審議会 
担当部署 企画課( 政改革推進室） 
事務事業名 政改革関係費 
根拠条  第 6 条第 1 項第 1 号 
設置目的（審議内容） 財政改革大綱 関  市  問 応  調査及 審議     目的 設置 
開催実績・委員総数 4 回 / 12 人 委員の公募 有（3 人）25.0% 
会議の公開 公開 

所管課評価 
妥当性 可  

効 果 高 
学 経 者 地域代表 市    様々 場 拹点  専門性 高 意

        

審議会等 

実施件数 40件 第6条第1項第1号 16 第6条第1項第5号 0
開催回数 304回 第6条第1項第2号 0 第6条第3項 17

第6条第1項第3号 0 第14条 0
第6条第1項第4号 1   他 法 6
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名 称 周南市 審査会 

担当部署 政管 課 

事務事業名 政治 審査会費 

根拠条    他 法  

設置目的（審議内容） 
政治  関  審査 調査等     地方自治法第 138 条の 4 第 3 項の規定に基
づき設置 

開催実績・委員総数 2 回 / 7 人 委員の公募 有（2 人）29.0% 

会議の公開 公開 

所管課評価 
妥当性 可 有 者及 有権者 方 意  集約         

効 果 高 政治   一般予防   機能    
 

名 称 周南市情報公開・個人情報保護審査会 

担当部署 政管 課 

事務事業名 情報公開事務費 

根拠条  第 6 条第 3 項 

設置目的（審議内容） 
公文書開示 個人情報開示 関  勘 申  事項 市 個人情報 取      調
査及び審議するため設置 

開催実績・委員総数 4 回 / 5 人 委員の公募 無（所掌事務に照らし委員の公募が適当でないため） 

会議の公開 非公開（周南市情報公開 個人情報保護審査会条 第 11 条に該当するため） 

所管課評価 
妥当性 可 高い専門性が求められることから。 

効 果 高 学 経 者 専門的    意       
 

名 称 周南市市 参画推進審議会 

担当部署 地域づくり推進課 

事務事業名 市 参画推進事業費 

根拠条    他 法  

設置目的（審議内容） 市 参画 適正 運用及 市 参画 推進  上 必要 事項 審議      

開催実績・委員総数 4 回 / 15 人 委員の公募 有（2 人）13.3% 

会議の公開 公開 

所管課評価 
妥当性 高 高 専門性及 様々 場 拹点 意  求          

効 果 高 
市 参画 推進 向   学 経 者 地域代表 市    様々 
場 方  効果的 意       

 
 
 

審議会等 
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名 称 地域づくり推進協議会 

担当部署 地域づくり推進課 

事務事業名 地域づくり支援事業費 

根拠条  第 6 条第 3 項 

設置目的（審議内容） 
周南市地域   推進計画等 実施状況 評価 関  事項  施策 関  意  聴取
するため。 

開催実績・委員総数 2 回 / 12 人 委員の公募 有（1 人）8.3% 

会議の公開 公開 

所管課評価 
妥当性 高 高 専門性及 様々 場 拹点 意  求          

効 果 高 
地域    推進 向   学 経 者 地域代表 市    様々 
場 方  効果的 意       

 

名 称 周南市 委員会 

担当部署 文化スポーツ課 

事務事業名 術 物館資 集事業 

根拠条  第 6 条第 3 項 

設置目的（審議内容） 
周南市 術 物館 資 等 集     当該資 等 円   適正 選定 評価 
うため。 

開催実績・委員総数 1 回 / 6 人 委員の公募 無（所掌事務に照らし委員の公募が適当でないため） 

会議の公開 非公開（寄贈作品を含む作品の評価（真贋・評価額等）を審査するもので公開に適さない） 

所管課評価 
妥当性 可  

効 果 高 周南市 術 物館 資 等 集 反映  
 

名 称 周南市環境基本計画推進委員会 

担当部署 環境政策課 

事務事業名 環境基本計画推進事業費 

根拠条  第 6 条第 1 項第 1 号 

設置目的（審議内容） 周南市環境基本計画 推進     総合的 調整及 進 管     設置 

開催実績・委員総数 2 回 / 19 人 委員の公募 有（3 人）15.8% 

会議の公開 公開 

所管課評価 
妥当性 可  

効 果 中  
 
 
 

審議会等 
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名 称 周南市ごみ対策推進審議会 

担当部署 リサイクル推進課 

事務事業名 ごみ対策推進事業費 

根拠条  第 6 条第 3 項 

設置目的（審議内容） 
一般廃棄物 処  関  基本的事項及 減 化 再資 化 関 市  問 応 調
査、審議すること。 

開催実績・委員総数 3 回 / 18 人 委員の公募 有（2 人）11.1% 

会議の公開 公開 

所管課評価 
妥当性 高 高い専門性が求められることから。 

効 果 高 学 経 者 専門的    意       
 

名 称 周南市空家等審議会 

担当部署 生活安全課 

事務事業名 空家対策関係事業費 

根拠条  第 6 条第 3 項 

設置目的（審議内容） 
定空家等 定及 定空家等 関  告  代     審議     設

置 
開催実績・委員総数 1 回 / 6 人 委員の公募 無（専門的 知  必要   ） 

会議の公開 非公開（会議内容に個人情報が含まれるため） 

所管課評価 
妥当性 可  

効 果 高 学 経 者 専門的    意      
 

名 称 周南市人権施策推進審議会 

担当部署 人権推進課 

事務事業名 人権推進事業費 

根拠条  第 6 条第 1 項第 1 号 

設置目的（審議内容） 人権施策 関  市  問 応 調査 審議   

開催実績・委員総数 1 回 / 16 人 委員の公募 有（2 人）12.5% 

会議の公開 公開 

所管課評価 
妥当性 可  

効 果 中  
 
 
 
 

審議会等 
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名 称 周南市 保 運営委員会 

担当部署 人権推進課 

事務事業名 保館運営事業費 

根拠条  第 6 条第 3 項 

設置目的（審議内容） 地域    反映  保館運営    運営方法 事業内容    協議   

開催実績・委員総数 1 回 / 10 人 委員の公募 無（所掌事務に照らし委員の公募が適当でないため） 

会議の公開 公開 

所管課評価 
妥当性 可  

効 果 中  
 

名 称 周南市 参画審議会 

担当部署 人権推進課( 共同参画推進室） 

事務事業名 共同参画推進事業費 

根拠条  第 6 条第 1 項第 1 号 

設置目的（審議内容） 共同参画 関  施策 総合的  計画的 推進  上 必要 事項 審議   

開催実績・委員総数 1 回 / 15 人 委員の公募 有（0 人）0% 

会議の公開 公開 

所管課評価 
妥当性 可  

効 果 中  
 

名 称 地域福祉計画評価委員会 

担当部署 地域福祉課 

事務事業名 社会福祉総務一般事務費 

根拠条  第 6 条第 3 項 

設置目的（審議内容） 地域福祉計画 評価 当   広 市  意  反映      設置 

開催実績・委員総数 1 回 / 8 人 委員の公募 無（各専門分野団体からの推薦等により選出するため） 

会議の公開 公開 

所管課評価 
妥当性 可 学 経 者 専門的    意       

効 果 中  
 
 
 
 
 

審議会等 
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名 称 周南市地域包括支援センター運営協議会 

担当部署 地域福祉課 

事務事業名 地域包括支援センター運営事業費 

根拠条  第 6 条第 3 項 

設置目的（審議内容） 
介護保険 保険者   他 関係者 意  反映   地域包括支援     中  
公正な運営を確保するため。 

開催実績・委員総数 3 回 / 15 人 委員の公募 有（3 人）20.0% 

会議の公開 公開 

所管課評価 
妥当性 可 専門職      一般市  考  取 入  重 機会        

効 果 中  
 

名 称 周南市高齢者保健福祉推進会議 

担当部署 高齢者支援課 

事務事業名 人福祉一般事務費 

根拠条  第 6 条第 1 項第 1 号 

設置目的（審議内容） 介護保険事業計画及 人保健福祉計画 策定 

開催実績・委員総数 1 回 / 15 人 委員の公募 有（3 人）20.0% 

会議の公開 公開 

所管課評価 
妥当性 高 高 専門性 市  意  求          

効 果 高 
学 経 者 福祉医 関係者 専門的    意   保険者
（市 ） 意  計画策定 反映     

 

名 称 周南市介護認定審査会 

担当部署 高齢者支援課 

事務事業名 介護認定審査会費 

根拠条  その他 法  

設置目的（審議内容） 公正・公平な介護認定のため設置 

開催実績・委員総数 212 回 / 70 人 委員の公募 無（専門知  要    ） 

会議の公開 非公開（個人情報を含むため） 

所管課評価 
妥当性 高 高い専門性が求められることから。 

効 果 高 学 経 者 専門的    意       
 
 
 
 

審議会等 
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名 称 周南市地域自 支援協議会 

担当部署 障害者支援課 

事務事業名 地域自 支援協議会運営事業費 

根拠条  第 6 条第 1 項第 4 号 

設置目的（審議内容） 地域 障害福祉 関          関   広 市  意  反映      

開催実績・委員総数 2 回 / 16 人 委員の公募 有（3 人）18.8% 

会議の公開 公開 

所管課評価 
妥当性 可  

効 果 高 学 経 者 専門的    意       
 

名 称 周南市地域密着型サービス運営委員会 

担当部署 指導監査室 

事務事業名 介護保険一般事務費 

根拠条  第 6 条第 3 項 

設置目的（審議内容） 地域密着型サービスの適正な運営を確保するため。 

開催実績・委員総数 3 回 / 15 人 委員の公募 有（3 人）20.0% 

会議の公開 公開 

所管課評価 
妥当性 可  

効 果 高 学 経 者 医  福祉関係者等  専門性 高 意       
 

名 称 周南市子ども育成支援対策審議会 

担当部署 次世代支援課 

事務事業名 児童福祉総務一般事務費 

根拠条  第 6 条第 1 項第 1 号 

設置目的（審議内容） 
次世代育成支援対策及 少 健全育成 推進 関  市  問 応 調査 審議 
るために設置 

開催実績・委員総数 2 回 / 12 人 委員の公募 有（3 人）25.0% 

会議の公開 公開 

所管課評価 
妥当性 可 外部機関 支援者     意  必要       

効 果 高 子育 支援 携  場  有  意           
 
 
 
 

審議会等 
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名 称 健康づくり推進協議会 

担当部署 健康づくり推進課 

事務事業名 健康推進事業費 

根拠条  第 6 条第 1 項第 1 号 

設置目的（審議内容） 市  政 関係団体 一体   健康    推進 図  

開催実績・委員総数 2 回 / 14 人 委員の公募 有（4 人）28.0% 

会議の公開 公開 

所管課評価 
妥当性 可 各専門分野 意  求          

効 果 中  
 

名 称 食育推進市 会議 

担当部署 食育推進市 会議 

事務事業名 食育推進事業費 

根拠条  第 6 条第 1 項第 1 号 

設置目的（審議内容） 市  協働  食育 関  施策 総合的  計画的 推進 図  

開催実績・委員総数 3 回 / 15 人 委員の公募 有（3 人）20.0% 

会議の公開 公開 

所管課評価 
妥当性 可 各専門分野 意  求          

効 果 中  
 

名 称 周南市水素 活 協議会 

担当部署 商工振興課 

事務事業名 水素 活用推進事業費 

根拠条  第 6 条第 1 項第 1 号 

設置目的（審議内容） 市    水素      活用    必要 協議     

開催実績・委員総数 1 回 / 21 人 委員の公募 無（所掌事務に照らし委員の公募が適当でないため） 

会議の公開 公開 

所管課評価 
妥当性 可  

効 果 高 学 経 者 企業等   専門的    意       
 
 
 
 
 

審議会等 
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名 称 周南市地方卸売市場運営審議会 

担当部署 農 課（地方卸売市場） 

事務事業名 地方卸売市場管 一般事務費 

根拠条  第 6 条第 3 項 

設置目的（審議内容） 
周南市地方卸売市場 果部 部 運営 関  市  問 応 調査 審議   
めに設置 

開催実績・委員総数 1 回 / 15 人 委員の公募 有（1 人）6.7% 

会議の公開 公開 

所管課評価 
妥当性 可 市場 運営 関 市場内外  意  求        

効 果 中 市場関係者      拔費者目線  意       
 

名 称 周南市都市再生推進協議会 

担当部署 都市政策課 

事務事業名 集約型まちづくり推進事業費 

根拠条  第 6 条第 1 項第 1 号 

設置目的（審議内容） 地適正化計画 策定及 推進     

開催実績・委員総数 1 回 / 15 人 委員の公募 有（1 人）6.7% 

会議の公開 公開 

所管課評価 
妥当性 可  

効 果 高 学 経 者等 専門的    意       
 

名 称 周南市都市計画審議会 

担当部署 都市政策課 

事務事業名 都市計画一般事務費 

根拠条  第 6 条第 1 項第 1 号 

設置目的（審議内容） 
都市計画法     権限 属     事項 調査審議  及 市  問 応 都市計
画に関する事項を調査審議するため。 

開催実績・委員総数 1 回 / 18 人 委員の公募 有（2 人）11.1% 

会議の公開 公開 

所管課評価 
妥当性 可  

効 果 高 学 経 者等 専門的    意       
 
 
 
 

審議会等 
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名 称 周南市景観審議会 

担当部署 都市政策課 

事務事業名 都市計画一般事務費 

根拠条  第 6 条第 1 項第 1 号 

設置目的（審議内容） 拖  拲観 形成 関  重要 事項等    審議      

開催実績・委員総数 1 回 / 6 人 委員の公募 無（所掌事務に照らし委員の公募が適当でないため） 

会議の公開 公開 

所管課評価 
妥当性 可  

効 果 高 学 経 者等 専門的    意       
 

名 称 周南市建築審査会 

担当部署 建築指導課 

事務事業名 建築開発指導事業費 

根拠条    他 法  

設置目的（審議内容） 
建築基準法 規定  同意等     議決       問 応     法  施
に関する重要事項を調査審議するために設置 

開催実績・委員総数 4 回 / 5 人 委員の公募 
無（ 政処分 関  審議等     専門分野 各団
体からの推薦による委員委嘱としている） 

会議の公開 部分公開（情報公開条 第 7 条第 1 項 1 号 勘開示情報 含       ） 

所管課評価 
妥当性 可  

効 果 高 各分野 専門的    意       
 

名 称 地 画 評価員会 

担当部署 区画整 課 

事務事業名 中央拋地区画整 一般事務費 

根拠条    他 法  

設置目的（審議内容） 清算 拊   保 地価格 意  聞    

開催実績・委員総数 1 回 / 5 人 委員の公募 
無（周南市拋地区画整 評価員会規則第 3 条の規定によ
 学 経 者 4 人 拋地区画整 審議会  1 人 市  
選任するため） 

会議の公開 部分公開（個人情報が含まれるため） 

所管課評価 
妥当性 可 

区画整 法   保 地売   際   評価員会 意  聞       
いるため 

効 果 高 学 経 者 専門的    意       
 

審議会等 
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名 称 田勽部第 地 画 審議会 

担当部署 区画整 課 

事務事業名 富田勽部第一拋地区画整 一般事務費 

根拠条    他 法  

設置目的（審議内容） 地設計 地指定 関   意  聞    

開催実績・委員総数 1 回 / 8 人 委員の公募 
無（委員になる事が出来る資格が限定されているため※区画
整 区域内 拋地所有者拊   地権者） 

会議の公開 部分公開（個人情報が含まれるため） 

所管課評価 
妥当性 可 区画整 法   設置 義務付       

効 果 高 地権者 選拷   選出      地  解     
 

名 称 周南市 育成    運営委員会 

担当部署 生涯学習課 

事務事業名 少 育成    運営事業費 

根拠条  第 6 条第 3 項 

設置目的（審議内容） 周南市 少 育成     円  運営      

開催実績・委員総数 2 回 / 17 人 委員の公募 無（所掌事務に照らし委員の公募が適当でないため） 

会議の公開 部分公開（個人情報に関する部分があるため） 

所管課評価 
妥当性 可 髙い専門性が求められることから 

効 果 高 委員 専門的    意       
 

名 称 周南市大田原自然の家運営協議会 

担当部署 生涯学習課 

事務事業名 大田原自  家管 運営事業費 

根拠条  第 6 条第 3 項 

設置目的（審議内容） 周南市大田原自  家 基本的 方拏 用 進 運営内容等    協議     

開催実績・委員総数 1 回 / 7 人 委員の公募 無（所掌事務に照らし委員の公募が適当でないため） 

会議の公開 公開 

所管課評価 
妥当性 可 髙い専門性が求められることから 

効 果 高 委員 専門的    意       
 
 
 
 

審議会等 
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名 称 周南市文化財審議会 

担当部署 生涯学習課 

事務事業名 文化財保護一般事務費 

根拠条  第 6 条第 3 項 

設置目的（審議内容） 
教育委員会 問 応   文化財 保 及 活用 関 必要 調査及 審査    
に設置 

開催実績・委員総数 1 回 / 6 人 委員の公募 無（所掌事務に照らし委員の公募が適当でないため） 

会議の公開 公開 

所管課評価 
妥当性 可 髙い専門性が求められることから 

効 果 高 委員 専門的    意       
 

名 称 周南市社会教育委員会議 

担当部署 生涯学習課 

事務事業名 社会教育委員会費 

根拠条  第 6 条第 3 項 

設置目的（審議内容） 社会教育 政 広 市  意  反映    

開催実績・委員総数 2 回 / 11 人 委員の公募 有（1 人）9.1% 

会議の公開 公開 

所管課評価 
妥当性 可 髙い専門性が求められることから 

効 果 高 委員 専門的    意       
 

名 称 周南市人権教育推進協議会 

担当部署 人権教育課 

事務事業名 地域人権教育推進事業 

根拠条  第 6 条第 1 項第 1 号 

設置目的（審議内容） 人権教育を総合的かつ効果的に推進するため 

開催実績・委員総数 2 回 / 20 人 委員の公募 有（2 人）10・0% 

会議の公開 公開 

所管課評価 
妥当性 可  

効 果 中  
 
 
 
 

審議会等 
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名 称 周南市 学校給食    運営審議会 

担当部署 学校給食課 

事務事業名 学校給食費一般事業費 

根拠条  第 6 条第 3 項 

設置目的（審議内容） 
給食費の額に決定に関すること、給食物資の購入計画に関すること、その他給食センターの運
営に関することを審議するために設置 

開催実績・委員総数 2 回 / 19 人 委員の公募 
無（各団体（小中校 会 PTA）から推薦を受けた方で構
成されているため） 

会議の公開 公開 

所管課評価 
妥当性 可  

効 果 中  
 

名 称 周南市学校給食センター給食協議会 

担当部署 学校給食課 

事務事業名 学校給食費一般事業費 

根拠条  第 6 条第 3 項 

設置目的（審議内容） 学校給食  関     学校給食用物資 選定 関    等 協議     設置 

開催実績・委員総数 
21 回 / 48
人 

委員の公募 
無（各学校給食センター加入校（給食担当者、PTA）から
推薦を受けた方で構成されているため） 

会議の公開 公開 

所管課評価 
妥当性 可  

効 果 中  
 

名 称 周南市 書 協議会会 

担当部署 中央図書館 

事務事業名 図書館管 運営費 

根拠条  第 6 条第 3 項 

設置目的（審議内容） 
図書館 運営 関  館  問 応       図書館  図書館     協議
するために設置 

開催実績・委員総数 2 回 / 11 人 委員の公募 有（2 人）18・2% 

会議の公開 公開 

所管課評価 
妥当性 可  

効 果 中  
 
 

審議会等 
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名 称 第三次周南市子供読書活動推進計画策定委員会 

担当部署 中央図書館 

事務事業名 図書館管 運営費 

根拠条  第 6 条第 1 項第 1 号 

設置目的（審議内容） 
子供達が、一人ひとりの発達段階に応じて読書を楽しみ、読書の習慣を身に付けることができ
るよう、家庭、地域、学校など社会全体が連携・協働して、子供の読書環境を整備する施策
を、総合的かつ計画的に推進することを目的とし計画を策定するため 

開催実績・委員総数 2 回 / 9 人 委員の公募 有（1 人）11.1% 

会議の公開 公開 

所管課評価 
妥当性 可  

効 果 中  
 

審議会等 
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(5) 市の機関が適当と認める手法 
 
■「アンケート」 
多  人 同 質問 出  回答 求  調査方法 多種多様 価 観 持 市  意向（   ） 物事 実態 把
握・評価することができる。 
 
名 称 自動         者      
担当部署 商工振興課 
事務事業名 地域連携・低炭素水素技術実証事業費 
根拠条  その他 法  
実施目的 用形態 燃費 把握 C  水素関連 意 調査    

募集期間 
2018/4/16 から 
2019/3/29 まで 

対象者 市  市内 通勤通学  人 
対象者数・提出数 168 人 / 168 件 

所管課評価 
妥当性 可  
効 果 中  

 
名 称 周南市の街なか移動実態アンケート 
担当部署 都市政策課 
事務事業名 市街地循環線運 実証事業費 
根拠条  第 6 条第 3 項 
実施目的 来街者 交通 動 拔費 動 市街地循環   認知 等 把握   

募集期間 
2018/5/7 から 
2018/5/21 まで 

対象者 高校生以上  
対象者数・提出数 - / 407 件 

所管課評価 
妥当性 可  
効 果 中  

 
名 称 周南市 市      調査 
担当部署 企画課 
事務事業名 まちづくり総合計画策定事業費 
根拠条  第 6 条第 1 項第 1 号 

実施目的 
第 2 次周南市     総合計画後期基本計画 策定     市      満拒  市政 
対  考  調査  計画策定 基礎資       

募集期間 
2018/9/18 から 
2018/10/12 まで 

対象者 市内に在住する 18 歳以上の方の中から、地区・性別等を考慮して無作為に抽出した方 
対象者数・提出数 3,000 人 / 1,306 件 

所管課評価 
妥当性 可  
効 果 高 多様 市     等 把握          

市の機関が適当と認める方法 「アンケート」 

実施件数 6件 第6条第1項第1号 4 第6条第1項第5号 0
実施回数 10回 第6条第1項第2号 0 第6条第3項 1
提出数 7,918件 第6条第1項第3号 0 第14条 0

第6条第1項第4号 0   他 法 1
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名 称 周南市の環境についての市      調査 
担当部署 環境政策課 
事務事業名 環境基本計画推進事業費 
根拠条  第 6 条第 1 項第 1 号 
実施目的 周南市 環境 来 環境    意 調査    

募集期間 

① 2018/9/18 から 2018/10/12 まで 
② 2018/9/1 から 2018/9/30 まで 
③ 2018/9/1 から 2018/9/30 まで 
④ 2018/10/1 から 2018/10/31 まで 
⑤ 2018/10/1 から 2018/10/31 まで 

対象者 

① 市内に在住する 18 歳以上の方の中から、地区・性別等を考慮して無作為に抽出した方 
② 小学５ 生 中学２ 生 
③ 小・中学校勤務教員 
④ 市内事業者 
⑤ 市内団体 

対象者数・提出数 

① 3,000 人 / 1,306 件 
② 828 人 / 806 件 
③ 239 人 / 200 件 
④ 690 社 / 268 件 
⑤ 65 団体 / 40 件 

所管課評価 
妥当性 可  
効 果 高 多様 市     等 把握          

 
名 称 読書についてのアンケート 
担当部署 中央図書館 
事務事業名 図書館管 運営事業費 
根拠条  第 6 条第 1 項第 1 号 

実施目的 
子供達が、一人ひとりの発達段階に応じて読書を楽しみ、読書の習慣を身に付けることができるよ
う、家庭、地域、学校など社会全体が連携・協働して、子供の読書環境を整備するため 

募集期間 
2018/9 月上旬から 
2018/9 月下旬まで 

対象者 

市 小学校 児童（4 生） 
市 中学校 生 （2 生） 
市内高等学校の生 （2 生） 
市内幼稚園・保育園園児の保護者 
市 小学校 児童（4 生） 保護者 
市 中学校 生 （2 生） 保護者 

対象者数・提出数 1,630 人 / 1,500 件 

所管課評価 
妥当性 可  
効 果 中  

 

市の機関が適当と認める方法 「アンケート」 
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名 称 周南市子ども・子育てニーズ調査 
担当部署 次世代支援課 
事務事業名 児童福祉総務一般事務費 
根拠条  第 6 条第 1 項第 1 号 
実施目的 子   子育 支援制  基   第２期周南市子   子育 支援事業計画  策定     

募集期間 
2019/1/21 から 
2019/2/28 まで 

対象者 周南市  
対象者数・提出数 4,000 人 / 1,917 件 

所管課評価 
妥当性 可 計画 策定       市      把握  必要       
効 果 高 市      把握          

 

市の機関が適当と認める方法 「アンケート」 
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■「ヒヤリング」 
 
 
団体・ ルー や 人に対し き勚りする方法で、各種計画の策定過程で いられる方法。 き と 査
対象者が を合 ることから、 に 査の を説明しやす 、かつ の意 を 勚しまたは討議する
ことができる。 
 
名 称 南  通 勷環境     勪 聴勚 

担当部署 都市政策課 

事務事業名 交通結節点環境整備事業費 

根拠条  第 6 条第 3 項 

実施目的 交通結節点環境整備 対  関係者 意  把握     

実施日時・場所 

① 2019/1/7  富田タクシー事務所 
② 2019/1/7  市役所本庁舎 
③ 2019/1/8  周南近鉄タクシー事務所 
④ 2019/1/8  新南陽総合鉄道部事務所 
⑤ 2019/1/8  大 内公 館 
⑥ 2019/1/10 連合会  
⑦ 2019/1/16 自治会  
⑧ 2019/2/1  新南陽商工会議所 

対象者・参加者数 

① 富田タクシー(株) / - 
② 防 交通(株) / - 
③ 周南近鉄タクシー(株) / - 
④ 日本貨物鉄道(株)新南陽総合鉄道部 / - 
⑤ 周南市身体障害者団体連合会 / - 
⑥ 新南陽自治会連合会 / - 
⑦ 清水自治会 / - 
⑧ 新南陽商工会議所 / - 

所管課評価 
妥当性 可  

効 果 中  
 
 
 

市の機関が適当と認める方法 「ヒヤリング」 

実施件数 1件 第6条第1項第1号 0 第6条第1項第5号 0
実施回数 8回 第6条第1項第2号 0 第6条第3項 1
対象者 8団体 第6条第1項第3号 0 第14条 0

第6条第1項第4号 0   他 法 0
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■「フォーラム」 
 
 
一つの話 に対して、 者 員が参 して 公開の討 会。討 への参 を て、 の参 者の意
を高めることができる。 
 
名 称 子どもの貧困対策マッチングフォーラム 

担当部署 次世代支援課 

事務事業名 子どもの明るい未来サポート事業 

根拠条  第 6 条第 3 項 

実施目的 
企業 団体 地域住  自治体 一  会  顔   交        地域 実情 合  応
援ネットワークの形成を目指す。 

実施日時・場所 2019/3/14 周南総合庁舎 

対象者・参加者数 企業 団体 市  自治体   140 人 

所管課評価 
妥当性 可 フォーラムを開催することで、多くの人に話を聞いてもらえるため。 

効 果 高 予想以上 参加者    様々 人 交  生         
 
 
 
■「シンポジウム」 
 
 

一  問題 対   数人 意  発表         聴  質問 答  形    公開 討 会 
数回    発 的 開催     市  意 啓発 続的 発 的          
 
名 称 防災シンポジウム 

担当部署 防災危機管 課 

事務事業名 自主防災組織育成事業費 

根拠条  第 6 条第 3 項 

実施目的 市  防災意 向上    

実施日時・場所 2018/10/13 周南市文化会館 

対象者・参加者数 市  700 人 

所管課評価 
妥当性 可  

効 果 中  
 
 

市の機関が適当と認める方法 「フォーラム」 「シンポジウム」 

実施件数 1件 第6条第1項第1号 0 第6条第1項第5号 0
実施回数 1回 第6条第1項第2号 0 第6条第3項 1
参加者数 140人 第6条第1項第3号 0 第14条 0

第6条第1項第4号 0   他 法 0

実施件数 1件 第6条第1項第1号 0 第6条第1項第5号 0
実施回数 1回 第6条第1項第2号 0 第6条第3項 1
参加者数 700人 第6条第1項第3号 0 第14条 0

第6条第1項第4号 0   他 法 0
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■ 勪  文      等  

 

テー を定めて、市 から意 ・作文・アイディアなどを募集する方法。テー に対して、市 から広 画
案や設計案、意 、アイディアを することができます。 

名 称 周南市       対   勪         

担当部署 企画課 

事務事業名 まちづくり総合計画策定事業費 

根拠条  第 6 条第 1 項第 1 号 

内 容 周南市  改 点 5 後               等 意  募集 

募集期間 
2018/7/3 から 
2018/8/3 まで 

対象者 市 （個人 団体） 市内  通勤 通学者 

意 提出数 12 件 

所管課評価 
妥当性 可  

効 果 高       対  多様 意           
 
 
 
■「その他の方法」 

 

テーマの目的   手法 用      広 市  参画         。 

名 称      勧  

担当部署 秘書課 

事務事業名 秘書事務管 費 

根拠条  第 14 条 

内 容 
市   市 施策 地域課題   対  提言       提言       送信等 方法  
  市  提案    。 

募集期間 
2018/4/1 から 
2019/3/31 まで 

対象者 市政について建設的な提言を持つ者 

意 提出数 53 件 

所管課評価 
妥当性 可      等 対  広 市  考      文書等   求          

効 果 高 開かれた市政の実現。 
 
 

市の機関が適当と認める方法  勪  文      等   「その他の方法」 

実施件数 1件 第6条第1項第1号 1 第6条第1項第5号 0
実施回数 1回 第6条第1項第2号 0 第6条第3項 0
意 等提出数 12件 第6条第1項第3号 0 第14条 0

第6条第1項第4号 0   他 法 0

実施件数 5件 第6条第1項第1号 0 第6条第1項第5号 0
実施回数 32回 第6条第1項第2号 0 第6条第3項 3
参加者数 延べ 69,634人 第6条第1項第3号 0 第14条 2
意 等提出数 53件 第6条第1項第4号 0   他 法 0



 

48 

 
名 称 学校運営協議会 
担当部署 学校教育課 
事務事業名 コミュニティ・スクール事業費 
根拠条  第 6 条第 3 項 

内 容 
周南市 小中学校 各学校運営協議会 設置 
保護者及 地域住 等 学校運営  参画 

募集期間 
平成 30 4 月 1 日から 
平成 31 3 月 31 日まで 

対象者 各小 中学校区域 児童 生  保護者 地域住  
参加者数 （延べ）69,208 人 

所管課評価 
妥当性 高 地域      適  反映           
効 果 高 地域に開かれた信頼される学校づくりにつながった。 

 
名 称    運営委員会 
担当部署 観光交 課 
事務事業名 国際交 事業費 
根拠条  第 6 条第 3 項 
内 容 国際交    及 国際交      企画 運営 

募集期間 
平成 30 4 月 18 日から 
平成 31 3 月 20 日まで 

対象者 国際交  関心   者 
開催実績 13 回 
委員総数 14 人 

所管課評価 
妥当性 可 企画 運営 市 等      反映     
効 果 高 在住外国人 日本人  勴    自    楽   交    機会 作         

 
名 称 成人 実 委員会 
担当部署 生涯学習課 
事務事業名 成人式開催事業費 
根拠条  第 6 条第 3 項 
内 容 成人式 企画 運営 実 委員会形式 実施 

募集期間 
平成 30 7 月 9 日から 
平成 31 1 月 28 日まで 

対象者 成人式の企画・運営に関心のある 19 歳から概ね 30 歳   市  
開催実績 12 回 
委員総数 17 人 

所管課評価 
妥当性 高 企画 運営    市        反映     
効 果 中 新たな人材の発掘・育成につながった。 

 

市の機関が適当と認める方法 「その他の方法」 
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名 称 市             

担当部署 秘書課 

事務事業名 秘書事務管 費 

根拠条  第 14 条 

内 容 
市  市  対話  周南市 未来 身近 課題    意 交         市政   身近
 感          市       提案 共有  取 組 。 

開催日 
対象者 
参加者数 

平成 30 4 月 27 日       来    実 委員会 5 人 
平成 30 6 月 18 日 熊毛勾高等学校調 研究部 8 人 
平成 30 7 月 10 日 周南市 連合会 性 事 5 人 
平成 30 7 月 24 日 商 街 発信 取 組 拊者   5 人 
平成 30 9 月 12 日 ジュニアリー ーズクラブ 6 人 
平成 30 11 月 12 日 周南        実 委員会 中学生     6 人 
平成 31 1 月 30 日 周南市で働く市外出身者 5 人 

所管課評価 
妥当性 可 

市  市  対話  周南市 未来 身近 課題    意 交        
た。 

効 果 高 市政   身近 感          市       提案 共有          
 
 
 
 

市の機関が適当と認める方法 「その他の方法」 
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8 参   

 

（1）周南市市 参画条 （ 成 18 12 22  周南市条 第 67 号） 
 

目次 
第１章 総則（第１条―第５条） 
第２章 市 参画 実施等（第６条―第 14 条） 
第３章 市 参画 推進（第 15 条―第 17 条） 
第４章 雑則（第 18 条―第 20 条） 

附則 
地方分権 時代 迎   地域     地域 考  決定  動      市  身近    市  参画  

  責任    決  解決      自分   地域社会 自分   治       自治意  成  求  
れるようになってきました。 

幸いにも、私たちのまち・周南市では、まちづくりに対して自発的に提言し、様々な課題を主体的に解決していこうと
  意    市  数多 生       未来 向   豊  輝  満  周南市 創            
 市   結集           以上  市 自  公共 担 手    自治意  責任感 相互協  
こころをはぐくみ、協働によるまちづくりを進めていくことが必要です。 

    考 方 具体化     第一     市 一人    主体的 市政 参画     基本的 取 
決      周南市市 参画条     定     

市  市政 関心    自 主体的 発言  提案     通   周南    市  市    手 携  
築いていくことに誇りと喜びを感じられる時代がくることを、私たちは確信しています。 

 
第１章 総則 

（目的） 
第１条   条   市  主体的に市政に参画するために必要な基本事項を定めることにより、協働によるまち
づくりを推進し、豊かで輝きに満ちた地域社会を築いていくことを目的とします。 

（定義） 
第２条   条     次 各号 掲  用  意義      当該各号 定           
(１) 市  市内に住む人、働く人、学ぶ人及び市内に事務所又は事業所を有するものをいいます。 
(２) 市の機関 市  教育委員会 選拷管 委員会 公平委員会 監査委員 農業委員会 固定資産評

価審査委員会 上下水道事業管 者        事業管 者及 拔防        
(３) 協働 市  市 機関  目  共有  上  対等 場        果    責任 役割 

自   協  合          
(４) 市 参画 市 機関  施策 市  意  提案等（以下 市  意 等       ） 反映  

      企画 案  実施 評価     市  主体的 参画           
 
 

参  
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（基本原則） 

第３条 市 参画 基本原則  次          
(１) 市   自  意思 責任 下          
(２) 市  平等 参画                
(３) 市  市 機関  対等 場  相互 役割 解  重             
(４) 市  市 機関  市政 関  情報 共有                

（市  責務） 
第４条 市   進  市政 参画  自  知  経  市政 生       努          
２ 市   自  発言 動 責任 持  市政 参画    努          
３ 市   公共  図    基本     互  意  重       市政 参画    努   

のとします。 
（市の機関の責務） 

第５条 市 機関  市政 関  情報 積極的 市  提供    努          
２ 市 機関  市 参画 機会 積極的 設    努          
３ 市 機関  市  意向 的確 把握  施策 反映     努          
 

第２章 市 参画 実施等 

（市 参画 対象） 
第６条 市 参画 対象   施策（以下 対象施策       ）  次          
(１) 市 基本構想 基本計画  他市政 基本的 事項 定  計画 策定又 変  
(２) 市政 基本的 方拏 定  条  制定又 改廃 
(３) 市  義務 課  又 市  権  制限  条  制定又 改廃 
(４) 広 市  適用   市 生活 事業活動  重大 影響 拜  制  導入又 改廃 
(５) 広 市  用  大規模 公共施設 設置 関  計画等 策定又 変  
２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれか 該当      市 参画 対象             
(１) 緊急を要するもの 
(２)     
(３) 法  規定   市 参画 実施     
(４) 法  規定   施策 実施 基準 定       当該基準 基      
(５) 市 機関 内部事務処  関     
(６) 市  課  他  徴  関     
(７) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるもの 
３ 市の機関は、第１項各号に掲げるもの以外のもの（前項各号のいずれかに該当するものを除きます。）に 

     市 参画 対象            
４ 市 機関  対象施策            第２項 規定   市 参画 実施     場合     

市      求        当該市     説明            
５ 市 機関  対象施策            第２項第１号 緊急 要      市 参画 実施

しなかったときは、第 15 条 定  周南市市 参画推進審議会 報告            
 

参  
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（市 参画 方法） 

第７条   条     市 参画 方法  次          
(１)           （市 機関 施策 定       原案 公表   書面等   広 意  求    

意  概要 意  対  市 機関 考 方等 公表  方法） 
(２) 市 説明会（市 機関 施策 定     市  事業決定 前 考  説明  市  意 等 聴 

取し、又は討議する方法） 
(３)        （市 機関 施策 定     市  市 機関又 市 同  問題点 共有  認   

   相互 議  共同作業   通   案 作 上げていく方法） 
(４) 審議会等（地方自治法（ 和 22 法 第 67 号）第 138 条の４第３項の規定により設置された審

議会、審査会等の附属機関及び市の機関が定める要綱等により設置された懇話会、研究会等に、市の機
関 問等        意 等 求  方法） 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が適当と認める方法 

（市 参画 実施） 
第８条 市 機関  市 参画 実施          前条各号 掲  市 参画 方法      適  
な方法により実施します。 
２ 市 機関  市 参画 実施          次 事項 配慮     
(１) 必要 認        複数 方法   多様 市  意 等             
(２) 高  専門性 必要   施策       知  経  持 市  参画             
(３) 地域性 有  施策      対象   地域 市  参画             
３ 市 機関  市 参画 実施            結果 施策 決定 生        適  時期 

実施するものとします。 
４ 市 機関  市 参画 実施          周南市情報公開条 （平成 16 周南市条 第 36 号）

 定  勘開示情報 該当     除  施策 関  情報 適  時期 公表          

（提出   意 等 検討） 
第９条 市 機関  市 参画 実施   提出   市  意 等 重  検討     

（公表の方法） 
第 10 条   条  定  公表 方法  次 定        ２以上 方法          
(１) 市広報紙への掲載 
(２) 市ホームページへの掲載 
(３) ケーブルテレビでの放映 
(４) 周南市公告式条 （平成 15 周南市条 第３号） 定  掲示場  掲示 
(５) 市の機関が設置する情報公開・個人情報保護担当の窓口への備付け 
(６) 前各号 掲        市  広 周知   方法 

（パブリック・コメントの実施） 
第 11 条 市の機関は、パブリック・コメントを実施するときは、次の事項を公表します。 
(１) 施策 案及   案 関  資  
(２) 意  提出先 提出期間及 提出手段 
(３) 前２号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める事項 

参  
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２               意  提出期間  前項 規定   公表 日  原則   １ 月      
３               意  提出手段  次 掲           
(１) 書面持参 
(２)  
(３) ファクシミリ 
(４) 電子メール 
(５) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める手段 
４              意  提出          住所 氏名（法人  他 団体     所在地  

名称及び代表者氏名）及び連絡先を明らかにします。 
５ 市 機関               提出   意  対  検討       周南市情報公開条  

定  勘開示情報 該当     除  意  概要及 市 機関 考 方並  施策 案 修正    
はその修正内容を公表します。 

（市 説明会        等 実施 公表） 
第 12 条 市 機関  市 説明会          他市 機関  施策 市  意 等 反映     
市  参画 求  集会 実施      日時 場所 内容等 関  情報 開催日 ２ 間前   公表
します。 
２ 市 機関  市 説明会          他市 機関  施策 市  意 等 反映     市  

参画 求  集会 実施      周南市情報公開条  定  勘開示情報 該当     除  開催
記録を公表します。 

（審議会等の委員公募及び会議の公開） 
第 13 条 市の機関は、審議会等の委員を選任するときは、委員の公募に努めます。 
２ 審議会等の委員の公募に関し必要な事項は、別に定めるところによります。 
３ 審議会等 会議  事前 開催 公表  周南市情報公開条 第 22 条の規定により公開します。 

（意向の把握） 
第 14 条 市の機関は   章 定        適  方法    広 市  意  意  把握    努
めます。 
 

第３章 市 参画 推進 

（市 参画推進審議会 設置） 
第 15 条   条  定  市 参画 適正 運用及 市 参画 推進  上 必要 事項 審議     
周南市市 参画推進審議会（以下 推進審議会       ） 設置     
２ 推進審議会  市  問 応  次 掲  事項    調査審議     
(１) 第６条第５項の規定による報告に関する事項 
(２) 市 参画 実施状況 評価 関  事項 
(３)   条  運用状況 関  事項 
(４) 市 参画 方法 研究及 改  関  事項 
(５)   条    関  事項 
(６) 前各号 掲        市 参画 関  基本的事項 
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３ 推進審議会  市 参画 推進 関  事項     市  意             
４ 推進審議会  次 掲  者     市  委嘱  20 人以内の委員をもって組織します。 
(１) 市   公募 応  者 
(２) 学 経 者 
(３) 前２号 掲  者    市  必要 認  者 
５ 推進審議会 委員 任期  ２          拙  委員 任期  前任者 拑任期間      
６ 推進審議会の委員は、再任されることができます。 

（市 参画 実施状況等 公表） 
第 16 条 市    市 参画 実施状況及 推進審議会    評価（前条第２項第２号 規定
による評価をいいます。）結果をまとめて公表します。 

（市 参画 方法 及等） 
第 17 条 市  市 機関  様々 市 参画 方法 及 努           所及 所 解  
有効に運用できる人材の養成に努めます。 
 

第４章 雑則 

（意思決定過程 ） 
第 18 条 審議会等   条  定  市 参画 方法 準  策定  報告 提言又 答申 基 
   市 機関  施策        条  定  市 参画 実施  必要        

（条   ） 
第 19 条 市   社会情  変化 市 参画 状況    必要 応    条     
います。 

（委任） 
第 20 条   条  定          条  施  関 必要 事項  市  別 定     
 

附 則 
（施 期日） 

１   条   平成 19 ４月１日  施   す。 
（経過措置） 

２   条  施  際  着手   又 着手    準備 進      施策     時間的 制約 
  他正当    市 参画 実施     困  場合      第６条  第 13 条までの規定は
適用しません。 

附 則（平成 22 12 月 28 日条 第 31 号） 
  条   平成 23 ４月１日  施     

附 則（平成 26 12 月 19 日条 第 43 号 ） 
（施 期日） 

１   条   平成 27 ４月１日  施     
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（２）周南市市 参画条 施 （ 成 18 12 25  周南市 第 76 号） 
 

（趣旨） 
第１条   規則  周南市市 参画条 （平成 18 周南市条 第 67 号 以下 条      ） 施
に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（大規模な公共施設の範囲） 
第２条 条 第６条第１項第５号 規定  大規模 公共施設  事業費     10 億円以上のものと
する。 

（市 参画 対象      場合 取  ） 
第３条 条 第６条第５項 規定   報告  緊急処 書（別記様式第１号）      

（資 全体 公表     困  場合 取  ） 
第４条 条 第８条第４項 第 11 条第１項及び第５項、第 12 条並びに第 16 条 規定   公表  
場合     対象   施策 内容全体（図面 子 大  資 等） 公表     困      当該
内容全体の閲覧方法を明示したうえで、その概要を公表することができる。 

（パブリック・コメントを実施する場合の公表事項） 
第５条 条 第 11 条第１項に規定するパブリック・コメントを実施する場合において公表する事項は、次に掲げ 
るとおりとする。 
(１) 施策の案の名称 
(２) 施策 案及   案 関  資  
(３) 意  提出      
(４) 意  提出先 提出期間及 提出手段 
(５) 意  提出  場合 記載事項 
(６) 提出   意  検討結果 公表 方 
(７) 施策の案等の閲覧方法及び閲覧場所 
(８) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める事項 

（             意  提出  場合 記載事項） 
第６条              意  提出          次 掲  事項 記載  書面等 条 第 11
条第１項の規定による市の機関が公表したところにより、提出するものとする。 
(１) 施策の案の名称 
(２) 施策 案 対  意  
(３) 住所（法人その他の団体にあっては所在地） 
(４) 氏名（法人その他の団体にあっては名称及び代表者名） 
(５) 連絡先（前２号 掲        電話 号 電子       等 市 機関 意  提 

出     通信  際 用  情報    ） 
(６) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める事項 
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（市 説明会        等 実施  場合 公表事項） 

第７条 条 第 12 条第１項 規定  市 説明会        等 実施  場合    公表  事項  
次に掲げるとおりとする。 
(１) 集会の名称 
(２) 開催日時及び場所 
(３) 集会の議題（テーマ） 
(４) 参加できるもの 
(５) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める事項 

（市 説明会        等 実施  場合 公表事項） 
第８条 条 第 12 条第２項の規定により公表する開催記録は、次に掲げる事項を記載する。 
(１) 集会の名称 
(２) 開催日時及び場所 
(３) 集会の議題（テーマ） 
(４) 集会の内容 
(５) 参加者数 
(６) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める事項 

（市 参画 実施状況 報告） 
第９条 市 参画 実施  担当課等     結果  当該   別 定  様式     
  市 参画担当課  提出        条 第 18 条 規定  意思決定過程        同様
とする。 

（周南市市 参画推進審議会 組織及 運営） 
第 10 条 条 第 15 条 規定  周南市市 参画推進審議会（以下 推進審議会     ） 会 及 

会  置  委員 互選     を定める。 
２ 会   会務 総   推進審議会 代表    
３ 会   会  拙拵  会  事       又 会          職務 代     

（推進審議会の会議） 
第 11 条 会   推進審議会 会議（以下 会議     ） 集    議      
２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 
３ 会議 議事  出席  委員 過半数 決  可 同数     議  決          
４ 推進審議会  必要       会議 委員以外 者 出席 求    説明 意  聴  と 

ができる。 

（推進審議会の庶務） 
第 12 条 推進審議会 庶務  市 参画担当課    処     

（推進審議会の運営） 
第 13 条 前３条 定        推進審議会 運営 関 必要 事項  会  推進審議会   定
める。 
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（その他） 

第 14 条   規則 定       必要 事項  市  別 定    
 

附 則 
この規則は、平成 19 ４月１日  施     
別記様式第１号（第３条関係） 
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別記様式第１号（第３条関係） 
 

緊急処 書 
 

提出日     月  日  
担当課名（        ） 

 
１ 市 参画 実施     施策 名称 
 
 
 
 
 
２ 市 参画 実施     施策 内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 市 参画 実施      
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